
都市計画道路３・４・８号
東久留米志木線（本多工区）
事業説明会（第二回）

日時：令和８年１月２３日（金）
午後６時から午後７時３０分頃まで

令和８年１月２４日（土）
午前１０時から午前１１時３０分頃まで

※両日とも同じ内容となります。

会場：新座市水道管理センター １階大会議室

新座市役所 インフラ整備部 道路管理課
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本日の流れ
１．開会

２．挨拶

３．案件説明（事業概要、事業認可、用地取得までの流れ
及び取付道路整備について）

４．質疑応答

５．閉会
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計画道路の概要
◇ 名称
新座都市計画道路３・４・８号東久留米志木線

◇ 当初決定
昭和３５年３月２日（建設省告示第２９７号）

◇ 最終変更
昭和６３年１１月１日（埼玉県告示１４８２号）

◇ 起点
新座市東北二丁目

◇ 終点
新座市石神三丁目

◇ 総延長
６，６００m（志木駅南口～都県境）

◇ 幅員
１６～２０ｍ
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事業対象区間の概要
◇ 事業場所

新座市本多一丁目地内
◇ 起点

新座市本多一丁目（産業道路）
◇ 終点

新座市本多一丁目（水道道路）
◇ 延長

約４００ｍ
◇ 幅員

１６ｍ（車道等９ｍ、両側歩道３．５ｍ）

※今回の整備により暫定整備区間も含め、志木駅南口から
都県境までが全線開通することとなります。
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位置図（新座市全体図）
N

起点

終点



- 5 -

平面図（対象区間）
N
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横断図のイメージ
【標準時】

【緊急時】

※ 詳細は今後の関係機関の調整等により、変更になる場合があります。

１６ｍ

自動車道
６ｍ

歩行者道
３．５ｍ

自転車通行帯
１．５ｍ

歩行者道
３．５ｍ

自転車通行帯
１．５ｍ

歩行者道
３．５ｍ

１６ｍ

自動車道等
９ｍ

歩行者道
３．５ｍ



事業認可について

◎事業認可とは・・・
都市計画決定している都市施設（道路や公園等）を整備す

るため認可権者から認可を取得する手続きのことです。

当該事業においては、令和８年３月末に認可権者（新
座市）から事業認可を取得予定

※都市計画事業の認可後は都市計画法に基づく、法的制
限や権利が生じます。
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事業認可に伴う制限①

◎建築等の制限【都市計画法第６５条】
事業地内に建築物の建築等や土地の形質を変更する際

に、新座市の許可が必要になります。
具体的には・・・

建築物、その他の工作物の建設
土地の掘削や盛土などの土に触れる行為
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事業認可に伴う制限②
◎土地建物売買の制限【都市計画法第６７条】
事業地内の土地建物を売却する際は、事前に新座市に
予定金額、買主の届出が必要になります。

届出後・・・

新座市が買い取るか通知します。
・買い取る場合⇒売却予定金額に相当する代金で買収いたします。
・買い取らない場合⇒予定通り第三者に売却可能となります。

※事業地内の土地を届出なく、売却を行った場合や建物の建築、土地の形状
の変更などを行った場合は、罰金や懲役が科されることがあります。詳しく
は、都市計画課都市計画係までお問合せください。
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事業認可に伴う権利

◎土地の買取り請求制度【都市計画法第６８条】
土地所有者が新座市に対して事業地内の土地を売却す

る際は、当該地を時価で買い取るように請求できます。
ただし・・・

当該地に他人の権利（借地権等）がなく、建築物や工作物
がないことが条件となります。

- 10 -



- 11 -

今後のスケジュール（一覧）
1４年度1３年度９年度〜１２年度８年度７年度

用地測量

事業認可

物件調査

用地取得

実施設計

工事



今後の事業スケジュール

イ 説明会の開催

事業を円滑に進めるため、事業認可前に説明会等を開催し
て、認可に伴う制限等制限等についての説明を行います。

ア 用地測量 事業に必要な土地の測量を行います。
※業者が土地に立ち入りますので御協力をお願いします。
※現在実施中、令和８年３月末まで。
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今回

測量調査にて得られた成果を基に、ご自身の土地及びお
隣の土地との境界を確認するために実施します。
※令和８年３月末までに実施予定
※対象となる方には、すでに通知を送付済みです。

ウ 境界立会い



今後の事業スケジュール

土地・建物等の補償は、統一的に定められた「補償基
準」等に基づき、算出しております。

補償内容については、物件ごとに内容が違ってくること
から、個別に御説明させていただきます。
※令和９年度～令和１２年度 実施予定

エ 物件調査 事業地内（道路事業予定地内）にある建物や立木、工作
物等について調査します。

建物の調査については、詳細な調査が必要であることか
ら、建物内に立ち入らせていただくこととなります。
※令和８年度 実施予定
※対象となる方には後日、通知を送付します。
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オ 買収額・補償内容の説明

カ 用地交渉・契約 補償内容について御了解いただき、公共事業に御協力いた
だける場合には、契約手続きへと進みます。
※契約手続きは、市で準備した書類に署名押印をいただくこ
ととなります。
※令和９年度～令和１２年度 実施予定



今後の事業スケジュール
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キ 補償金の支払い 契約締結後に、契約金額の70%以内の額をお支払いします。
残金については、土地の所有権移転完了及び更地（建物、

工作物、立木などを移転して土地を引き渡していただきま
す。 ）の確認が完了次第お支払いします。

※所有権移転手続は、市の費用負担で行います。

ク 工事の着工 用地買収が完了したら道路工事に着手します。
地域の皆様の御協力と御支援をお願いします。
※令和１４年度 実施予定

ケ 道路の完成 歩行者や自転車が安全で快適に通行でき、人流や物流の
効率化や経済活動の活性化に寄与します。

※令和１５年度から道路開通予定
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取付道路（副道）について ※ 詳細は今後の関係機関等の調整により、
変更になる場合があります。


